
 
 

参加説明書 

 

１. 業務概要 

(１)業 務 名：令和６年度沖縄らしい風景づくりに係る人材育成業務 

(２)履行場所：沖縄県内 

(３)業務目的：県は、新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画に基づき、県民の重要な 

歴史・文化資源である沖縄固有の景観・風景・風土を重視した千年 

悠久のまちづくりを進め、人々を惹きつける悠久の歴史や伝統文化 

に育まれた魅力ある空間と風土の形成を進めているところである。 

本業務は、沖縄らしい風景づくりや景観形成に向けて、風景づくり 

の主導的役割を担う地域人材及び風景づくりの専門的な知識を有す 

る人材の育成を図ることを目的とする。 

  

(４)業務内容：詳細は仕様書による。 

(５)履行期間：契約締結の翌日から令和７年２月 28 日 

(６)契約限度額：15,697,000 円（税込） 

※当該金額は企画提案のために設定した金額であり、契約金額では

ない。 

(７)本業務は、受注者を特定する場合において、一定の条件を満たす者を公募し、当

該業務に係る実施体制、実施方針、特定テーマに関する技術提案等に関する提案

書（以下「企画書」という。）の提出を求め、企画書の内容が業務の履行に最も適

した者を受託者とするプロポーザル方式の業務である。 

(８)本業務において、技術提案を求める特定テーマは以下に示す事項とする。 

   地域の自立した景観活動促進や地域住民の景観活動意欲向上に向けた企画内容に 

ついて 

 

２．参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たすものであること。 

(１)地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当してい

ないこと。 

(２)会社更生法（平成 14 年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立てをした者

にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法（平成 11 年法律第

225 号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がな

されていない者ではないこと。 

(３)参加表明書等の提出期限の最終日から特定日までの期間において、沖縄県の工

事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていないこ

と。 

(４)参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人

的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除

く。）。 



 
 

(５)警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものと

して、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続し

ている者でないこと。 

(６)参加表明書又は企画書を提出しようとする者は、当該業務の同種業務（※１）

又は類似業務（※２）の実績があること。 

※１ 同種業務：景観に関する人材育成業務、景観学習業務 

※２ 類似業務：景観計画策定や景観地区指定等、景観に関するワークショップ

の業務 

(７)技術士（「建設部門（都市および地方計画）」）の資格を有し技術士法による登録

を行っている者、博士（工学：都市計画）を有する者、RCCM（都市計画及び地

方計画）の資格を有し「登録証明書」の交付を受けている者または土木学会認

定技術者１級以上（「調査・計画」または「都市・地域」）の資格を有し「技術

者資格認定証」の交付を受けている者で、当該業務の同種業務の実績のある統

括担当者を配置できるものであること。 

(８) 業務担当者は、当該業務の同種業務又は類似業務の経験を有すること。 

(９) 当該業務の見積額が契約限度額内であること。 

(10)応募は単独に限らず共同企業体でも可とする。単独で応募する場合は沖縄県内

に本店又は支店等を有する法人であること。共同企業体で応募する場合は、２

社共同企業体とし、共同企業体の代表構成員は沖縄県内に本店又は支店等を有

する法人であること。なお、共同企業体の代表構成員以外の構成員は沖縄県内

に本店を有する法人であること。 

 共同企業体の場合の要件は以下のとおりとする。 

① 共同企業体の代表構成員が応募を行う。 

② 共同企業体を構成するすべての構成員が(1)～(5)の要件を満たす者であるこ

と。 

③ 共同企業体を構成する代表構成員が(6)～(7)の要件を満たす者であること。 

④ 共同企業体を構成する事業者全体で(9)の要件を満たす者であること。 

⑤ 構成員が他の共同企業体の構成員として、又は単独で本件提案に参加しない

こと。 

 

３．応募方法等 

(１)参加表明書 

ア 提出期間：令和６年５月 15 日（水）から令和６年５月 24 日（金） 

       休日を除く午前９時から午後５時まで 

イ 提出書類：参加表明書、共同企業体協定書(共同企業体の場合) 

ウ 提出方法：原則、郵送(配達が確認できる方法で送付する事)により提出とし、

期日までに必着とする。やむを得ず持参する場合は事前に連絡す

ること。 

エ 参加表明書の無効：応募資格条件を満たしていない者等は無効となる。 

オ 内容変更について：提出期限後において、原則として参加表明書に記載され



 
 

た内容の変更を認めない（差し換え及び再提出は認めな

い）。 

※参加表明書は【様式 1】にて作成し、「参加表明書を提出しようとする者の組

織図」、「統括担当者の資格を示す書類及び略歴書」、「参加表明書を提出しよ

うとする者の類似業務等実績」、「業務担当者の類似業務等実績及び略歴書」

を添付し提出すること。また、共同企業体の場合、共同企業体協定書【様式

4】を提出すること。 

 

(２)企画書 

ア 企画書の提出期間：令和６年５月 15日（水）から令和６年６月 10日（月） 

           休日を除く午前９時から午後５時まで 

イ 提出書類：企画書(７部) 

ウ 提出方法：原則、郵送(配達が確認できる方法で送付する事)により提出とし、

期日までに必着とする。やむを得ず持参する場合は事前に連絡する

こと。 

エ 企画書は以下の項目で作成するものとし、A4 版 15 ページ以内（表紙含む）と

する。 

(ア)業務実施方針 

(イ)業務工程 

(ウ)業務実施体制 

(エ)特定テーマに対する技術提案 

(オ)人材育成に係る具体的提案（講師の選定及びプログラムなど） 

(カ)見積書 

(３)質問事項について 

質問事項がある場合は、質問書【様式 2】をメールで提出すること。質問を受け

た場合、都市計画・モノレール課ホームページに回答を記載する。 

質問書受付期間：令和６年５月 15日（水）から令和６年５月 24日（金） 

 

４. 企画書の評価等 

(１)企画書の評価基準 

評価にあたってはプレゼンテーションを実施することとし、原則として企画書の

内容を評価項目毎に次に記す評価により採点する。なお、応募者多数の場合は、書

類審査（下記表の「実務実施体制に係る項目」から評価）により４者以内に選考し、

プレゼンテーションを実施する。また、応募申請者が１者の場合は、その１者でプ

レゼンテーションを実施する。 



 
 

 
 

(２)企画書に関するプレゼンテーション 

日時：令和６年６月 19日（水）（予定） 

※令和６年６月 13 日（木）までに日程及び場所を決定し、企画提案者に連絡す

る予定である。 

企画提案者は、企画書により説明及び質疑応答を行う。説明時間は 15 分程

度、質疑応答を 10 分程度とする。 

 

(３)特定・非特定通知 

評価にあたっては、評価値の合計の最も高い者を受託者候補として特定す

る。なお、評価値の合計が最も高いものが２人以上あるときは、当該者にくじ



 
 

を引かせて選定する。ただし、選定委員会で採点する点数について、提出され

た企画書の全てが 50.0 点を超えない場合は該当なしとする。 

受託者の決定については、令和６年６月 19 日（水）までに決定する予定であ

る。なお決定日に変更がある場合には、企画書を提出した者に通知する。 

 

(４)非特定者又は参加資格がないと認められた者がその理由に対して不服がある

場合（苦情申立て） 

非特定者又は参加資格がないと認められた者は、契約担当者に対してその理

由について書面をもって以下のとおり説明を求めることができる。 

①提出期限：非特定の通知を行った日の翌日から起算して５日以内（休日を

除く。）とする。 

②提出時間：休日を除く午前９時から午後５時まで 

③提出場所：沖縄県都市計画・モノレール課景観形成班 

（那覇市泉崎 1-2-2 県庁舎 11 階） 

④提出方法：書面（様式自由）を持参することにより提出する。郵送又は電

送（メールやファクシミリ）によるものは受け付けない。 

⑤回  答：説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算し

て 5日以内（休日を除く。）に説明を求めた者に対して、契約担当

者から書面をもって回答する。 

 

５. 契約保証金 

契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第 101 条及び契約書の定めるところに

より、契約保証金を納めなければならない。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第２

項の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除す

ることができる。 

 

６. 配置予定統括担当者等の確認 

 企画書に記載した統括担当者及び業務担当者等は、原則として変更できない。た

だし、病気、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、「３.参

加資格」に掲げる要件を満たし、かつ当初の配置予定統括担当者等と同等以上の者

を配置しなければならない。 

 

７. 支払い条件 

 概算払い 進捗度合いに応じて３割以内 

 

８．諸経費 

 一般管理費は、（直接人件費＋直接経費－再委託費）×10％以内 

  
 
 



 
 

 
９．単価 

 （１）直接人件費は国土交通省から通知されている令和６年度設計業務委託等技術

者単価によって積算している。 

（２）宿泊費については、県の規定による単価によって積算している。 

 

10. 火災保険の要否 

 否 

 

11. 不可抗力による変更 

 現場条件の変更、天災等、受注者の責に帰さない事由により、企画書に影響を及

ぼす場合は、現場の状況により必要に応じ協議して定めるものとする。 

 

12. 参加資格の喪失 

 本広告に示した参加資格のない者の評価又は参加表明書、企画書及びその他提出

資料に虚偽の記載をした者の評価は無効とするとともに、指名停止を行うことがあ

る。 

 なお、企画提案者であっても、提案後、指名停止措置を受け受注者の決定時にお

いて指名停止期間中である者の評価も無効とする。 

 

13. その他留意事項 

(１)契約等の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限

る。 

(２)参加表明書及び企画書の作成に関する費用は企画提案者の負担とする。 

(３)提出された参加表明書及び企画書は返却しない。なお、提出された参加表明書

及び企画書は、選定以外に企画提案者に無断で使用しない。また、提出された

参加表明書及び企画書は公開しない。 

(４)提出期限以降の参加表明書、企画書の差し替え及び再提出は認めない。 

 

14．提出・問い合わせ先 

 沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課 景観形成班 

〒900-8570 那覇市泉崎 1-2-2 県庁舎 11 階 

TEL:098-866-2408 FAX：098-866-5938 

MAIL: aa065005@pref.okinawa.lg.jp 


